
長野県知事 村　井 仁　様

阿智村長

清内路村長

　　　20阿総第５１号

　　　20清総第４１号

平成20年６月１６日

岡　庭　－

横井久

阿智村・清内路村合併協議会の設置について（届出）

忖滴下長
n恥詐

ｅ路群峰

　阿智村及び清内路村の合併による新村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図る

ための基本的な計画（合併市町村基本計画）の作成その他市町村の合併に関する協議を

行うため、地方自治法第252条の２第１項及び市町村の合併の特例等に関する法律第

３条第１項の規定に基づき、阿智村・清内路村合併協議会を設置したので、地方自治法

第252条の２第２項の規定により、別添の書類を添えて届け出ます。

添付書類

　１　合併協議会設置理由（設置経過）書

　２　合併協議会規約（写）

　３　阿智村議会及び清内路村議会の関係議決書（写）



合併協議会設置理由（設置経過）書

平成２０年６月

阿智村・清内路村

　平成１９年６月、清内路村議会が「阿智村との合併協議を早期に実現することを求め

る」とした「合併協議の揚創設に関する決議」を行った後、清内路村から阿智村に対し、

　「市町村合併について話し合う揚の創設の申入れ」がありました。これを受け、同年

１０月、阿智村から清内路村に対し、「阿智村と清内路村のあり方を幅広く研究する協

議の場を設ける」とした回答がなされました。

　同年１１月、両村議員による「阿智村・清内路村あり方研究会」が発足し、平成２０

年２月まで４回の研究会を開催し研究を進めました。この間、阿智村公民館による「清

内路村との合併についての学習会」、阿智村議会による「清内路村との合併に関する住

民の意見を聴く会」、清内路村議会による「合併問題報告会」が開催されました。

　以上の経過を経て、両村は平成２０年２月１３日、阿智村・清内路村任意合併協議会

を設置し、第１回の協議会を開催しました。任意合併協議会では３月２７日開催の第４

回協議会までに、合併後の新村における事務事業一元化の事前調整や、新村づくりの方

向性について協議を重ねてまいりました。また、任意合併協議会の付属機関として設置

された両村民の住民代表で組織する「新しい村づくり会議」は、３月１５日に第１回の

会議を開催し、これまでに３回の会議開催により、新村における均衡ある発展を図るた

めの基本的な計画「合併市町村基本計画」案の策定を進めています。

　また、３月了日には、両村長・両議会議長により長野県知事に対し、「合併に関する

支援要請」を行ったところです。

～その後、任意合併協議会の協議結果を踏まえて、阿智村では４月から５月にかけて村

内５０地区で「住民説明会」を開催し、清内路村では４月に６回の「合併協議住民説明

会」を開催しました。この問、清内路村公民館による「村の合併を考える意見交換会」

が開催されています。

　その後、清内路村では５月４日､に「清内路村における合併の賛否を問う住民投票」が

行われ、阿智村では、了自治会ごとの「住民懇談会」を開催した後、「清内路村との合

併に関する住民意向調査」が実施され、５月２７日、公開開票により結果が出されまし

た。（※下記参照）｡､阿智村の住民意向調査では、賛成４２．７％、議会にゆだねる２３．

９％となり、これを受けて５月２９日、阿智村議会全員協議会において「阿智村・清内

路村合併協議会の設置」について議員全員一致で設置の方向が確認されました。

　両村及び両村議会では６月１０日、両村議会定例会において「（法定）合併協議会設

置議案」を提出し、両村ともに議員全員一致で議決に至りました。　　　　　　＼

　以上の経過を経て、阿智村及び清内路村の平成２０年度中の合併を目指し、新村の円

滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本的な計画（合併市町村基本計画）の

作成その他市町村の合併に関する協議を行うため、地方自治法第252条の２第１項及

び市町村の合併の特例に関する法律第３条第１項の規定に基づき、阿智村・清内路村合

併協議会を設置しました。



乙

（※）参考　住民投票及び住民意向調査の結果

○　清内路村：住民投票（５月４日投開票）

　　　　　　　　　「当日の有資格者数」　　５９５人

　　　　　　　　　「投票者数」　　　　　　５５１人

　　　　　　　　　「投票率」　　　　　９２．６１％

　　　　　　　　　「合併に賛成」　　　　　４８３票（８７．

　　　　　　　　　「合併に反対」　　　　　　６１票（１ １。

　　　　　　　　　「無効票」　　　　　　　　　了票（　１．

○　阿智村　：住民意向調査（５月２７日公開開票）

　　　　　　　　　「調査対象者数」　　５，３３５人

　　　　　　　　　「回収総数」　　　　４，７８１人

　　　　　　　　　「回収率」　　　　　８９．６２％

　　　　　　　　　「合併に賛成」　　　２，０４３票（４２．

　　　　　　　　　「合併に反対」　　　　　９７９票（２０．

　　　　　　　　　「議会にゆだねる」　１，１４１票（２３．

　　　　　　　　　「わからない」　　　　　５６７票（１ １。

　　　　　　　　　「無効回答」　　　　　　　５１票（　１．

６６％）
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議案第１７号

･阿智村・海内路村合併協議会の設置について

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２ ５２条の２第１項及び市町村の合併の

特例等に関する法律（平成１６年法律第５９号）第３条痢１項の規定に基づき、阿智

村・清内路村合併による新村の円滑な運営の確保友ぴ均衡ある発展を図るための基本

的な計画の作成その他合併に関する協議を行うため、別絨のとおり規約を定め、阿智

村・清内路村合併協議会を設置する･。　　　　　　　し

平成２０年６月１０日　　提　出

　　　　　　　阿　　智　　村　　長

平成2 01年６月FO白　　議　浹

　　　　　　　阿智村循会議長・

本書は､議決書の写しである。

●
●●

平成20年Ｇ月‘/G日

　　　　　　阿智



議案第２２号

阿智村・清内路村合併協議会の設置について

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の２第１項及び市町村の合併の特

例等に関する法律（平成:L6年法律第５９号）第３条第１項の規定に基づき、阿智村・

清内路村合併による新村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本的な

計画の作成その他合併に関する協議を行なうため、別紙のとおり規約を定め、阿智村・

清内路村合併協議会を設置する。

平成２０年６月１０日　提出

清　内　路　村　長　楼井　久江

平成２０年６月１０日　議決

清内路村議会議長　原　登美彦

上記は議決書の謄本である

　　平成2り年６月/G日

湾内
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